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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年２月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年７月１５日（日） １５時３０分ごろ 

発生場所 広島県呉市蒲刈
かまがり

港 

 蒲刈港丸谷外防波堤灯台から真方位０５９°３００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１１.８′ 東経１３２°４１.１′） 

事故調査の経過  平成２４年７月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート 生保
せ い ほ

丸、５トン未満 

   ２７０－２９２３６広島、個人所有 

   ６.８ｍ（Lr）×１.９ｍ×０.７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６３.２５kＷ、昭和５９年１１月 

Ｂ プレジャーボート Going
ゴーイング

 Merry
メ リ ー

、２.１トン 

   ２７０－４４６７８広島、稲田産業有限会社 

   ７.７１ｍ（Lr）×２.１９ｍ×０.７３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１４７.１kＷ、平成１５年２月 

Ｃ プレジャーボート 美天
び て ん

丸、５トン未満 

   ２７０－３６０２４広島、個人所有 

   ５.３８ｍ（Lr）×１.９５ｍ×０.８７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、４４.１３kＷ、平成３年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ８４歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 昭和６２年５月２０日 

    免許証交付日 平成２４年３月１４日 

           （平成２９年５月１９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４３歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録 日 平成２０年９月１９日 

    免許証交付日 平成２０年９月１９日 

           （平成２５年９月１８日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ６１歳 

   二級小型船舶操縦士 
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    免許登録 日 平成２０年６月２日 

    免許証交付日 平成２０年６月２日 

           （平成２５年６月１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部に亀裂及び後部オーニング支柱に曲損 

Ｃ 後部オーニング支柱に曲損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、蒲刈港内の天神鼻南東方沖での

釣りを終え、平成２４年７月１５日１５時２７分ごろ帰途についた。 

船長Ａは、釣り場を発進するとき、周囲を見て前方に他船はいない

ものと思い、右舷前方を見ながら約５～６ノットの対地速力で手動操

舵により北進中、１５時３０分ごろ、蒲刈港丸谷外防波堤灯台から真

方位０５９°３００ｍ付近において、Ａ船の船首部とＢ船の左舷中央

部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者４人を乗せ、１４時３０

分ごろから蒲刈港内の天神鼻東方沖で漂泊して釣りを行い、衝突数分

前、機関を中立として船首を西に向けて漂泊していたとき、釣り仲間

のＣ船がＢ船の右舷側に近寄ってきた。 

船長Ｂは、右舷船尾甲板で船長Ｃと雑談していたところ、左舷甲板

で釣りをしていた同乗者が声を上げたので、左舷方を見ると至近にＡ

船を認め、急いで機関を前進にかけたが、Ｂ船の左舷中央部とＡ船の

船首部とが衝突し、続いてＢ船の右舷側とＣ船の右舷側とが衝突し

た。 

 Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、衝突数分

前、Ｂ船の右舷側至近に船首を東に向けて漂泊し、船長Ｃが、右舷船

尾甲板で船長Ｂと雑談していたところ、Ｂ船から衝撃音が聞こえた

後、Ｂ船が近づいてきたので、機関を後進にかけたが、Ｃ船の右舷側

とＢ船の右舷側とが衝突した。 

 ３隻は、共に呉市川尻港に自力で入港し、船長Ｃが海上保安庁に連

絡した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波 なし、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 なし 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、蒲刈港から呉市呉港仁方区に帰港するときは、東側（右

舷側）から西側に向けて航行する船舶をよく見掛けていたので、本事

故当時も注意して右舷前方を見ていた。 

 船長Ａ、船長Ｂ及びＢ船同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

 船長Ｃ及びＣ船同乗者は、救命胴衣を着用していなかった。 

 Ａ船及びＢ船は、汽笛がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、蒲刈港内の天神鼻東方沖を北進中、船長Ａが、前方に他船

はいないものと思い込み、右舷前方を見ながら航行し、見張りを適切

に行っていなかったことから、Ｂ船に接近していることに気付かずに

航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、蒲刈港内の天神鼻東方沖において漂泊中、船長Ｂが、Ｂ船

の右舷側で漂泊していたＣ船の船長Ｃと雑談しており、見張りを行っ

ていなかったことから、同乗者の声で左舷方至近に接近したＡ船に気

付き、機関を前進にかけたが、Ａ船と衝突し、続いてＣ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ｃ船は、蒲刈港内の天神鼻東方沖においてＢ船の右舷側で漂泊中、

船長Ｃが、船長Ｂと雑談しており、見張りを行っていなかったことか

ら、Ａ船とＢ船とが衝突してＡ船に気付き、Ａ船との衝突を避けよう

としたＢ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、蒲刈港内の天神鼻東方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船

及びＣ船が漂泊中、船長Ａが見張りを適切に行っておらず、また、船

長Ｂと船長Ｃとが雑談しており、両船長が見張りを行っていなかった

ため、Ａ船とＢ船とが衝突し、続いてＢ船とＣ船とが衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行い、漂泊中は、接近する船舶があれば、早

めに音響信号を行うなどして注意を喚起すること。 

 ・救命胴衣を着用すること。 

 




